
平
成
九
年
運
輸
省
令
第
二
十
五
号

航
空
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
経
過
措
置
を
定
め
る
省
令

航
空
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
八
年
法
律
第
三
十
五
号
）
附
則
第
二
条
第
三
項
及
び
第
四
項
、
第
三
条
第
一
項
、
第
四
条
第
三
項
、
第
五
条
第
一
項
、
第
八
条
第
一
項
並
び
に
第
九
条
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
航
空
法

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
経
過
措
置
を
定
め
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

（
耐
空
証
明
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
一
条
　
航
空
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
旧
証
明
航
空
機
に
つ
い
て
同
項
た
だ
し
書
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
基
準
適
合
承
認
申
請
書
（
第
一
号

様
式
）
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
、
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
当
該
旧
証
明
航
空
機
が
改
正
法
に
よ
る
改
正
後
の
航
空
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
三
十
一
号
。
以
下
「
新
法
」
と
い
う
。
）
第
十
条
第
四
項
第
二
号
に
規
定
す
る
航
空
機
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
改
正
法
に
よ
る
改
正

前
の
航
空
法
（
以
下
「
旧
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
騒
音
基
準
適
合
証
明
書
の
写
し
又
は
同
号
の
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
を
証
明
す
る
に
足
る
書
類

二
　
当
該
旧
証
明
航
空
機
が
新
法
第
十
条
第
四
項
第
三
号
に
規
定
す
る
航
空
機
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
号
の
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
を
証
明
す
る
に
足
る
書
類

三
　
航
空
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
九
年
運
輸
省
令
第
二
十
四
号
）
に
よ
る
改
正
後
の
航
空
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
七
年
運
輸
省
令
第
五
十
六
号
。
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
第
十
二
条
の
二
第
三
項
各
号

に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
飛
行
規
程
の
写
し

２
　
国
土
交
通
大
臣
は
、
前
項
の
申
請
書
の
提
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
、
基
準
適
合
承
認
書
（
第
二
号
様
式
）
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
前
項
第
一
号
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
号
に
規
定
す
る
騒
音
基
準
適
合
証
明
書
の
写
し
の
提
出
が
あ
っ
た
と
き
又
は
当
該
旧
証
明
航
空
機
が
新
法
第
十
条
第
四
項
第
二
号
の
基
準
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
を
検
査
し
、
こ
れ
に
適

合
す
る
と
認
め
た
と
き
。

二
　
前
項
第
二
号
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
旧
証
明
航
空
機
が
新
法
第
十
条
第
四
項
第
三
号
の
基
準
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
を
検
査
し
、
こ
れ
に
適
合
す
る
と
認
め
た
と
き
。

第
二
条
　
改
正
法
附
則
第
二
条
第
四
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
新
規
則
第
十
二
条
の
二
第
二
項
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
航
空
機
の
区
分
に
応
じ
、
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
添
付
書
類
（
旧
法
の
規
定
に
よ
る
申
請
の

際
に
提
出
し
た
添
付
書
類
に
あ
っ
て
は
、
変
更
す
る
部
分
に
限
る
。
）
を
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
提
出
の
時
期
ま
で
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
条
　
改
正
法
附
則
第
三
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
耐
空
証
明
書
引
換
申
請
書
（
第
三
号
様
式
）
を
（
改
正
法
附
則
第
二
条
第
三
項
た
だ
し
書
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
者
が
改
正
法
附
則
第
三
条
第
一

項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
耐
空
証
明
書
引
換
申
請
書
（
第
三
号
様
式
）
に
第
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
を
受
け
た
基
準
適
合
承
認
書
を
添
付
し
て
）
国
土
交
通
大
臣
（
地
方
航
空
局
長
が
旧

法
の
規
定
に
よ
る
交
付
を
行
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
地
方
航
空
局
長
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
国
土
交
通
大
臣
は
、
前
項
の
申
請
書
の
提
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
旧
法
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
耐
空
証
明
書
（
旧
法
第
二
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
航
空
機
に
あ
っ
て
は
当
該
耐
空
証
明
書
及
び
旧
法
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ

れ
た
騒
音
基
準
適
合
証
明
書
）
と
引
換
え
に
新
法
の
規
定
に
よ
る
耐
空
証
明
書
を
申
請
者
に
交
付
す
る
。

（
型
式
証
明
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
四
条
　
改
正
法
附
則
第
四
条
第
三
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
新
規
則
第
十
七
条
第
二
項
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
航
空
機
の
区
分
に
応
じ
、
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
添
付
書
類
（
旧
法
の
規
定
に
よ
る
申
請
の
際
に

提
出
し
た
添
付
書
類
に
あ
っ
て
は
、
変
更
す
る
部
分
に
限
る
。
）
を
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
提
出
の
時
期
ま
で
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
五
条
　
改
正
法
附
則
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
特
定
型
式
設
計
適
合
承
認
申
請
書
（
第
四
号
様
式
）
に
、
当
該
申
請
に
係
る
航
空
機
の
特
定
型
式
設
計
が
次
項
各
号
に
掲
げ
る
航
空
機
の
区

分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
を
証
明
す
る
に
足
る
書
類
を
添
え
て
、
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
国
土
交
通
大
臣
は
、
前
項
の
申
請
書
の
提
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
申
請
に
係
る
航
空
機
の
特
定
型
式
設
計
が
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
航
空
機
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
を

検
査
し
、
こ
れ
に
適
合
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
承
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
新
法
第
十
条
第
四
項
第
二
号
に
規
定
す
る
航
空
機
　
国
際
民
間
航
空
条
約
の
附
属
書
十
六
第
一
巻
に
定
め
る
基
準

二
　
新
法
第
十
条
第
四
項
第
三
号
に
規
定
す
る
航
空
機
　
国
際
民
間
航
空
条
約
の
附
属
書
十
六
第
二
巻
に
定
め
る
基
準

３
　
前
項
の
承
認
は
、
申
請
者
に
特
定
型
式
設
計
適
合
承
認
書
（
第
五
号
様
式
）
を
交
付
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
う
。

（
事
業
場
の
認
定
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
六
条
　
改
正
法
附
則
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
新
法
の
規
定
に
よ
り
受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
認
定
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
新
認
定
」
と
い
う
。
）
は
、
当
該
認
定
を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
者
が
旧
法
の
規
定
に
よ

り
受
け
た
認
定
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
旧
認
定
」
と
い
う
。
）
に
係
る
業
務
の
範
囲
に
つ
い
て
、
か
つ
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
掲
げ
る
限
定
を
付
し
て
行
わ
れ
た
も
の
と
す
る
。

一
　
新
法
第
二
十
条
第
一
項
第
三
号
の
能
力
に
つ
い
て
の
新
認
定
　
旧
認
定
に
係
る
限
定
並
び
に
修
理
又
は
改
造
の
範
囲
を
新
規
則
第
二
十
四
条
第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
修
理
又
は
改
造
以
外
の
修
理
又
は
改
造
に
限
定
す
る

限
定

二
　
新
法
第
二
十
条
第
一
項
第
五
号
の
能
力
に
つ
い
て
の
新
認
定
　
旧
認
定
に
係
る
限
定

２
　
新
認
定
の
有
効
期
間
は
、
旧
認
定
の
有
効
期
間
の
残
存
期
間
と
す
る
。

（
騒
音
基
準
の
適
用
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
七
条
　
改
正
法
附
則
第
九
条
第
二
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
航
空
機
は
、
最
大
離
陸
重
量
が
三
万
四
千
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
下
の
航
空
機
と
す
る
。

（
職
権
の
委
任
）

第
八
条
　
こ
の
省
令
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大
臣
の
権
限
で
次
に
掲
げ
る
も
の
は
、
地
方
航
空
局
長
に
行
わ
せ
る
。

一
　
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
基
準
適
合
承
認
申
請
書
の
受
理

二
　
第
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
基
準
適
合
承
認
書
の
交
付

２
　
前
項
各
号
に
掲
げ
る
権
限
は
、
第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
の
住
所
を
管
轄
区
域
と
す
る
地
方
航
空
局
長
が
行
う
。
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附
　
則

こ
の
省
令
は
、
改
正
法
の
施
行
の
日
（
平
成
九
年
十
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
五
条
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
九
年
一
二
月
一
五
日
運
輸
省
令
第
八
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
一
一
月
二
九
日
運
輸
省
令
第
三
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
三
年
一
月
六
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
六
月
二
八
日
国
土
交
通
省
令
第
二
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
不
正
競
争
防
止
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
元
年
七
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
一
二
月
二
三
日
国
土
交
通
省
令
第
九
八
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
三
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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第
１
号
様
式
（
第
１
条
関
係
）
　
（
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）

・第１号様式（第１条関係）（日本産業規格Ａ４） 

 
基 準 適 合 承 認 申 請 書 

 
国土交通大臣      殿 

 

      年  月  日 

住所又は主たる事務所の所在地 

 

氏名又は名称          

 

 

   下記の航空機について、基準適合承認を受けたいので、関係書類を添えて申請します。 

 

航 
 
 
 
 
 

空 
 
 
 
 
 

機 

種 類 
 国籍記号及び 

登 録 番 号 
ＪＡ 

型 式  登 録 番 号 第 号 

製 造 番 号  第      号 

所 持 す る 

耐空証明書 

番  号  第      号 

有効期間     年  月  日から   年  月  日まで 

所 持 す る 騒 音 基 準 

適 合 証 明 書 の 番 号 
 第      号 

検 査 希 望 場 所 
 

 

検 査 希 望 時 期            年  月  日 

承認を受けようとする基準 
 

 

備 考 

 

 

 

 

収入 
印紙 
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第
２
号
様
式
（
第
１
条
関
係
）
　
（
日
本
産
業
規
格
Ａ
５
）

・第２号様式（第１条関係）（日本産業規格Ａ５） 

 
適合承認書番号 

   第        号 

国   土   交   通   省 

基  準  適  合  承  認  書 

１ 国籍記号及び登録記号 

   ＪＡ 

２ 航空機型式及び製造者 

 

３ 航空機製造番号 

   第        号 

４ 耐空証明書番号 

   第      号 

５ 耐空証明書有効期間 

      年  月  日から   年  月  日まで 

６ 適合する基準 

 

７ 上記の航空機は、上記の基準に適合すると認める。 

 

 

国 土 交 通 大 臣             印 

 

発行年月日      年   月   日 
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第
３
号
様
式
（
第
３
条
関
係
）
　
（
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）

・第３号様式（第３条関係）（日本産業規格Ａ４） 

 
耐 空 証 明 書 引 換 申 請 書 

 
国土交通大臣      殿 

（耐空検査員） 

      年  月  日 

住所又は主たる事務所の所在地 

 

氏名又は名称          

 

 

    下記の航空機について、耐空証明書を引き換えたいので申請します。 

 

種 類 
 

 

国籍記号及び登録記号  ＪＡ 

型 式 
 

 

製 造 番 号  第      号 

耐 空 類 別  

所 持 す る 

耐 空 証 明 書 

番  号  第      号 

有効期間     年  月  日から   年  月  日まで 

所 持 す る 騒 音 基 準 

適 合 証 明 書 番 号 
 第      号 

製 造 者 氏 名 又 は 名 称 
 

 

備 考 

 

 

 

 注 耐空検査員に申請する場合には、収入印紙を添付しないこと。 

収入 
印紙 
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第
４
号
様
式
（
第
５
条
関
係
）
　
（
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）

・第４号様式（第５条関係）（日本産業規格Ａ４） 

 
特 定 型 式 設 計 適 合 承 認 申 請 書 

 
国土交通大臣      殿 

 

      年  月  日 

住所又は主たる事務所の所在地 

 

氏名又は名称          

 

 

 下記の航空機について、特定型式設計の適合承認を受けたいので、関係書類を添えて申請

します。 

 

航 
 
 
 
 
 

空 
 
 
 
 
 

機 

種 類  

型 式  

型 式 証 明 書 番 号 第 号 製 造 番 号 第 号 

設計者氏名又は名称  

設 計 者 住 所  

製造者氏名又は名称  

製 造 者 住 所  

所 持 す る 

耐空証明書 

番  号  第      号 

有効期間     年  月  日から   年  月  日まで 

承認を受けようとする基準  

備 考 

 

 

 

 

収入 
印紙 
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第
５
号
様
式
（
第
５
条
関
係
）
　
（
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）

・第５号様式（第５条関係）（日本産業規格Ａ４） 

 

 

国 土 交 通 省 

 

 

特 定 型 式 設 計 適 合 承 認 書 

 

 

第    号 

 

 

１ 航 空 機 の 種 類 
 

２ 航 空 機 の 型 式 
 

３ 型 式 証 明 書 番 号 
 

４ 設計者氏名又は名称 
 

５ 設 計 者 住 所 

６ 適 合 す る 基 準 

７ 備 考 

８ 航空法の一部を改正する法律（平成８年法律第 35 号）附則第５条第１項の規定に基づ

き、上記の特定型式設計は上記の基準に適合することを承認する。 

 

 

 

                  国 土 交 通 大 臣          印 

 

 

 

   発行年月日     年  月  日 
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